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地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律 

 

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
及
び
次
条
」
を
「
か
ら
第
十
九
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
組
合
員
以
外
の
者
の
事
業
の
利
用
の
特
例
） 

第
十
九
条
の
二 

特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
が
組
合
員
以
外
の
者
の
う
ち
関
係
市
町
村
等
に
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
労
働
者
派
遣
事
業
を
利
用
さ
せ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
労
働
者
派
遣
事
業
に
つ
い
て
の
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第

九
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
九
条
の
二
第
三
項
た
だ
し
書

中
「
百
分
の
二
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
ず
、
か
つ
、
一
事
業
年
度
に
お
け
る
組
合
員
以
外
の
者

（
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）

第
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
関
係
市
町
村
等
を
除
く
。
）
の
事
業
の
利
用
分
量
の
総
額
は
、
そ
の
事
業
年
度
に
お
け

る
組
合
員
の
利
用
分
量
の
総
額
の
百
分
の
二
十
」
と
、
同
法
第
百
十
五
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
九
条
の
二
第
三
項
（
第
九



 

 
 

 

二 

条
の
九
第
五
項
又
は
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め

の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
第
九
条
の

二
第
三
項
」
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
「
関
係
市
町
村
等
」
と
は
、
当
該
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
の
地
区
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
及
び
当

該
市
町
村
が
単
独
で
又
は
他
の
市
町
村
と
共
同
し
て
設
立
し
た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五

年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
を
い
う
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
） 

２ 

内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

附
則
第
二
条
第
二
項
の
表
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
の
項
を
削
り
、
同
表
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
の
項
の
次
に
次
の
よ



 
 

 

三 

う
に
加
え
る
。 

令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日 

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
く
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
（
同

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
を
い
う
。
）
の
安

定
的
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
事
業
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計

画
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

附
則
第
四
条
の
二
の
二
中
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
二
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。 


